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告 示 

鳥取県告示第676号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。）

第14条第４項の規定によりその例による場合を含む。）の規定に基づき、医療機関を指定したので、生活保護法

第55条の３（中国残留邦人等支援法第14条第４項の規定によりその例による場合を含む。）の規定により次のと

おり告示する。 

  平成28年11月11日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

診療所又は薬局 

名 称（氏 名） 所 在 地（住 所） 指 定 年 月 日 

はしもとクリニック内科・呼吸器科 米子市大崎1277－１ 平成28年10月１日 

ますだ歯科医院 鳥取市古海654－２ 〃 

富長眼科クリニック 米子市東福原六丁目５－61 平成28年11月１日 

アール薬局東福原店 米子市東福原六丁目５－６ 〃 

                                                    

鳥取県告示第677号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」と

いう。）第14条第４項の規定によりその例による場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から診療所を休

止した旨の届出があったので、生活保護法第55条の３（中国残留邦人等支援法第14条第４項の規定によりその例

による場合を含む。）の規定により次のとおり告示する。 

  平成28年11月11日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

診療所 

名 称（氏 名） 所 在 地（住 所） 休 止 年 月 日 

石川内科胃腸科医院 米子市義方町14－５ 平成28年９月１日 

                                                    

鳥取県告示第678号 

漁業災害補償法（昭和39年法律第158号）第108条第５項において準用する同法第105条の２第３項の規定に基づ

き発起人から届出のあった次の加入区及び漁業の区分に係る共済契約の締結の申込みに係る同意については、審

査した結果同法第108条第２項に規定する要件に適合すると認めたので、同条第５項において準用する同法第105

条の２第４項の規定により告示する。 

  平成28年11月11日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

加  入  区 漁  業  の  区  分 

鳥取淀江加入区 漁業災害補償法第104条第２号に掲げる漁業 

                                                    

鳥取県告示第679号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に基づき、米子市長から次の

とおり公共測量を実施する旨の通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により

告示する。 

  平成28年11月11日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 
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１ 作業種類  公共測量（空中写真撮影、写真地図作成） 

２ 作業期間  平成28年10月27日から平成29年３月31日まで 

３ 作業地域  米子市全域 

                                                    

鳥取県告示第680号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定に基づき、鳥取県西部総合事

務所長から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３

項の規定により告示する。 

  平成28年11月11日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

１ 作業種類  公共測量（基準点測量） 

２ 作業地域  西伯郡南部町中 

３ 終了年月日 平成28年10月31日 

                                                    

公 告 

保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）第18条の規定により、准看護師試験を次のとおり実施する。 

  平成28年11月11日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

１ 試験の種類 

試験の内容 試験科目 試験問題数 

准看護師として必要な知識及び技能に

ついての試験 

人体の仕組みと働き、食生活と栄養、薬物と看護、

疾病の成り立ち、感染と予防、看護と倫理、患者

の心理、保健医療福祉の仕組み、看護と法律、基

礎看護、成人看護、老年看護、母子看護及び精神

看護 

150問 

２ 試験の日時 

平成29年２月10日（金）午後１時から午後３時30分まで 

３ 試験の場所 

鳥取市江津318－１ 鳥取県看護研修センター 

４ 受験資格 

次の(１)から(６)までのいずれかに該当する者であること。 

(１) 保健師助産師看護師学校養成所指定規則（昭和26年文部省・厚生省令第１号。以下「省令」という。）

第５条の基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において２年の看護に関する学科を修め

た者（平成29年３月31日までに当該学科を修める見込みの者を含む。） 

(２) 省令第５条の基準に従い、都道府県知事の指定した准看護師養成所を卒業した者（平成29年３月31日ま

でに当該養成所を卒業する見込みの者を含む。） 

(３) 省令第４条の基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において３年以上看護師になる

のに必要な学科を修めた者（平成29年３月31日までに当該学科を修める見込みの者を含む。） 

(４) 省令第４条の基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した看護師養成所を卒業した者（平成29

年３月31日までに当該養成所を卒業する見込みの者を含む。） 

(５) 外国の看護師学校を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣

が(３)又は(４)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの 

(６) 外国の看護師学校を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者のうち、(５)に該

当しないもので、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が適当と認めたもの 
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５ 受験願書の受付期間 

平成28年12月５日（月）から同月８日（木）まで 

なお、郵送による場合は、平成28年12月８日（木）までの消印のあるものに限り受け付ける。 

６ 受験願書の提出先 

〒680－8570 鳥取市東町一丁目220 鳥取県福祉保健部健康医療局医療政策課（持参又は郵送によること。） 

７ 受験願書の添付書類 

(１) ４の(１)から(４)までのいずれかに該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書（平成29年３

月31日までに学科を修め、又は養成所を卒業する見込みの者にあっては、修業見込証明書又は卒業見込証明

書とする。この場合においては、改めて同日までに修業証明書又は卒業証明書を提出することとする。） 

(２)  ４の(５)又は(６)に該当する者であるときは、外国の看護師学校を卒業し、又は外国において看護師免

許を得たことを証する書面 

(３) 写真（出願前６月以内に脱帽して正面から上半身を撮影した縦６センチメートル横４センチメートルの

もので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。） 

なお、その写真が本人に相違ない旨の受験資格に係る学校又は養成所の証明書（当該証明書の交付を受け

ることができない者にあっては、その写真と照合することのできる写真の付いた身分証明書とする。なお、

郵送により提出する場合は、当該身分証明書は簡易書留郵便により後日返送するので、450円切手を貼り付

けた宛先明記の返信用封筒を同封すること。）を添付すること。 

８ 受験手数料及び納付方法 

受験手数料は、6,900円とし、その金額に相当する鳥取県収入証紙を受験願書の収入証紙はり付け欄に貼り

付けて納入すること。この場合、消印しないこと。 

なお、県外から郵送により受験願書を提出する場合であって、収入証紙を購入することが困難なときは、10

の(２)の問合せ先に相談すること。 

９ 合格者の発表等 

(１) 平成29年３月10日（金）午前９時に、合格者の受験番号を鳥取県庁本庁舎１階の掲示板に掲示するとと

もに、合格者には合格証書を交付する。ただし、合格者のうち、修業見込み又は卒業見込みで受験したもの

については、平成29年３月31日（金）（必着）までに修業証明書又は卒業証明書を提出した者に合格証書を

交付し、同日までに当該証明書の提出がない場合は当該受験を無効とし、合格証書は交付しない。 

(２) 試験の科目別得点及び総合得点については、鳥取県個人情報保護条例（平成11年鳥取県条例第３号）第

19条第１項の規定に基づき、口頭による開示請求を行うことができる。 

10 その他 

(１) 受験願書の用紙は、鳥取県福祉保健部健康医療局医療政策課において交付する。その交付請求、試験に

関する照会等を郵送によって行う場合には、82円切手を貼り付けた宛先明記の返信用封筒（定形）を同封す

ること。 

(２) 試験の詳細については、鳥取県福祉保健部健康医療局医療政策課（電話0857－26－7204）に問い合わせ

ること。 

                                                    

調 達 公 告 

一般競争入札により落札者を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政

令（平成７年政令第372号）第12条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

  平成28年11月11日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

１ 調 達 件 名 及 び 数 量  モニタリング車 １台 

２ 契 約 方 式  一般競争入札 

３ 落 札 日  平成28年９月26日 
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４ 落札者の名称及び所在地  株式会社日立製作所中国支社 

              広島県広島市中区袋町５－25  

５ 落 札 金 額  26,460,000円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

６ 入 札 公 告 日  平成28年８月19日 

７ 落 札 方 式  最低価格落札方式 

８ 契約事務担当部局の名称  会計管理者庶務集中局物品契約課 

 及び所在地         鳥取市東町一丁目220 

 


